
土地改良・切り語り

1
流
域
治
水
へ
の
転
換
と
農
地
の
貢
献

令
和
元
年
に
発
生
し
た
東
日
本
台
風
の
甚
大
な
被
害

を
踏
ま
え
、
国
土
交
通
省
は
集
水
域
・
河
川
区
域
・
氾

濫
域
を
一
つ
の
流
域
と
し
て
捉
え
、
流
域
に
関
わ
る
あ

ら
ゆ
る
関
係
者
が
協
働
し
て
水
災
害
対
策
を
行
う
流
域

治
水
を
打
ち
出
し
た（
注
1
）。
こ
の
背
景
に
は
、
河
川
部

局
が
大
雨
で
流
域
の
山
林
・
農
地
・
都
市
な
ど
か
ら
流

出
し
た
洪
水
を
河
川
区
域
で
す
べ
て
引
き
受
け
る
と

い
っ
た
思
想
か
ら
の
転
換
が
あ
る
。

佐
藤
政
良
筑
波
大
学
名
誉
教
授
は
流
域
治
水
と
農

業
・
農
地
と
の
関
連
を
明
確
に
し
た
論
説
を
著
し
て
い

る
。
土
地
改
良
関
係
者
に
は
必
読
の
論
説
と
思
わ
れ
る
。

佐
藤
は
、
流
域
地
水
の
背
景
と
し
て
、
①
一
級
河
川
流

域
に
お
け
る
都
市
的
土
地
利
用
の
進
展
と
農
地
排
水
の

改
良
な
ど
の
た
め
に
支
線
で
あ
る
都
道
府
県
管
理
区
間

の
整
備
が
国
管
理
の
本
川
へ
過
剰
な
負
担
を
生
じ
さ
せ

ダ
ム
や
遊
水
地
等
に
よ
る
洪
水
カ
ッ
ト
を
必
要
と
さ
せ

た
こ
と
と
、
②
必
要
な
遊
水
地
建
設
が
思
う
よ
う
に
進

ま
な
い
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る（
注
2
）。

ま
た
、
氾
濫
を
で
き
る
だ
け
防
ぐ
た
め
の
農
地
の
貢

献
は
、
当
面
、
①
農
地
や
そ
の
排
水
施
設
を
整
備
・
利

用
し
て
下
流
河
川
の
ピ
ー
ク
流
量
の
低
減
（
洪
水
流
出

抑
制
）
と
、
②
特
大
洪
水
の
危
機
的
状
況
下
で
は
洪
水

超
過
分
を
水
田
で
受
け
入
れ
て
河
川
堤
防
の
決
壊
を
防

止
し
住
宅
な
ど
の
集
積
地
の
氾
濫
回
避
を
す
る
（
洪
水

受
け
入
れ
）
以
外
に
ほ
ぼ
な
い
と
し
て
い
る
。

今
回
は
こ
の
論
説
に
依
拠
し
な
が
ら
、
水
田
を
想
定

し
て
制
度
的
政
策
的
な
側
面
か
ら
を
論
じ
た
い
。

2
農
地
・
農
業
施
設
か
ら
の
洪
水
流
出
抑
制

⑴
圃
場
レ
ベ
ル
の
対
応

佐
藤
に
よ
れ
ば
、
農
作
物
、
生
産
施
設
、
農
地
・
用

排
水
施
設
を
で
き
る
限
り
損
な
わ
ず
、
管
理
労
力
を
か

け
ず
に
確
実
に
効
果
を
発
揮
さ
せ
る
対
策
に
は
、
①
田

ん
ぼ
ダ
ム（
注
3
）、
②
末
端
排
水
路
は
地
表
排
水
に
特
化

し
（
暗
渠
排
水
を
別
系
統
で
排
水
）
田
面
湛
水
を
前
提

に
そ
の
断
面
を
浅
く
小
さ
く
す
る
こ
と
に
よ
る
流
出
緩

慢
化
、
③
必
要
時
に
流
出
抑
制
で
き
る
よ
う
に
末
端
・

支
線
排
水
路
の
パ
イ
プ
化
と
バ
ル
ブ
設
置
、
④
末
端
・

支
線
・
幹
線
排
水
路
の
締
切
・
流
出
抑
制
ゲ
ー
ト
の
設

置
と
挙
げ
て
い
る
。
①
と
②
は
降
り
始
め
か
ら
降
雨
を

貯
留
す
る
が
、
③
と
④
は
必
要
と
判
断
さ
れ
た
時
か
ら

貯
留
し
洪
水
カ
ッ
ト
を
大
き
く
で
き
る
。

農
水
省
は
田
に
自
動
給
水
栓
・
排
水
栓
を
整
備
し
、

遠
隔
操
作
に
よ
り
降
雨
前
の
事
前
排
水
、
降
雨
中
の
貯

留
・
流
出
抑
制
、
降
雨
後
の
排
水
を
行
う
「
ス
マ
ー
ト

田
ん
ぼ
ダ
ム
」
の
実
証
的
な
取
組
を
進
め
て
い
る
。
土

地
改
良
か
ら
見
る
と
、
田
の
貯
留
・
流
出
抑
制
の
増
大

は
農
地
の
排
水
路
密
度
・
容
量
を
小
さ
く
す
る
こ
と
で
、

大
規
模
経
営
化
と
農
地
利
用
集
積
に
よ
る
大
区
画
圃
場

整
備
や
掛
け
流
し
（
田
越
灌
漑
）
に
関
連
す
る
。

⑵
農
業
用
利
水
ダ
ム
等
に
よ
る
洪
水
カ
ッ
ト

二
〇
一
九
年
十
一
月
に
、
政
府
は
「
既
存
ダ
ム
の
洪

水
調
節
機
能
強
化
に
向
け
た
検
討
会
議
」
を
開
催
し
、

す
べ
て
の
利
水
ダ
ム
の
有
効
貯
水
容
量
の
洪
水
調
節
へ

の
活
用
を
決
定
し
た
。
利
水
ダ
ム
で
は
洪
水
前
に
貯
留

水
を
事
前
放
流
し
た
後
に
利
水
容
量
が
従
前
と
同
等
に

回
復
し
な
け
れ
ば
干
ば
つ
被
害
の
損
失
補
填
が
問
題
と

な
る
。
国
交
省
の
「
事
前
放
流
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
令
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和
三
年
七
月
）
で
は
、
灌
漑
の
損
失
補
填
で
は
「
土
地

改
良
区
等
の
番
水
活
動
費
用
及
び
代
替
水
源
対
策
費
用

等
の
増
額
分
と
す
る
」
と
し
、
農
作
物
の
減
収
等
の
補

償
は
農
業
共
済
な
ど
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
問
題
が
あ
る
。
佐
藤
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

農
業
用
利
水
ダ
ム
は
取
水
口
等
に
よ
り
事
前
放
流
し
て

も
短
期
間
に
大
き
な
空
容
量
の
確
保
は
期
待
で
き
な
い
。

非
灌
漑
期
な
ら
農
業
に
影
響
し
な
い
範
囲
で
空
容
量
を

増
や
し
て
お
く
こ
と
も
可
能
だ
が
、
農
業
用
ダ
ム
の
改

造
等
は
効
果
が
限
定
さ
れ
、
事
業
費
負
担
、
事
業
主
体
、

施
設
管
理
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。

3
農
地
の
洪
水
受
入
れ

⑴
遊
水
地
の
建
設

遊
水
地
で
は
、
周
囲
を
囲
む
周
囲
提
の
う
ち
、
河
川

と
の
境
界
区
間
の
一
部
分
が
河
川
堤
防
よ
り
低
く
、
洪

水
時
に
越
流
し
て
遊
水
地
内
に
一
時
的
に
貯
留
す
る
仕

組
み
で
あ
る
。
整
備
方
法
に
は
、
全
面
買
収
方
式
（
河

川
管
理
者
が
用
地
を
買
収
し
現
地
盤
を
掘
り
下
げ
て
貯

留
容
量
を
増
加
さ
せ
る
）
と
、
地
役
権
補
償
方
式
（
河

川
管
理
者
が
農
地
に
地
役
権（
注
4
）を
設
定
し
て
必
要
な

補
償
し
農
業
を
継
続
す
る
）
が
あ
る
。
洪
水
貯
留
に
よ

る
農
業
被
害
に
対
し
て
、
農
地
・
農
業
用
施
設
の
災
害

復
旧
、
堆
積
土
砂
・
流
木
の
撤
去
、
農
業
共
済
に
よ
る

損
失
補
償
が
受
け
ら
れ
る
。
な
お
、
全
面
買
収
方
式
な

ら
必
要
と
な
る
河
川
管
理
者
の
維
持
管
理
を
農
業
者
が

肩
代
わ
り
し
て
い
る
。

佐
藤
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
農
地
の
遊
水
地
化
は
古

く
か
ら
の
水
害
常
習
地
は
別
に
し
て
、
既
に
河
川
堤
防

で
護
ら
れ
て
い
る
地
域
で
困
難
と
思
わ
れ
る
。
地
主
に

は
地
役
権
設
定
に
伴
う
損
失
補
償
が
支
払
わ
れ
、
地
価

は
下
落
す
る
。
借
地
で
大
規
模
経
営
を
行
う
農
業
者
は

洪
水
時
の
被
害
額
も
膨
大
で
あ
る
。
地
代
（
賃
借
料
）

の
引
下
げ
で
も
十
分
で
な
い
だ
ろ
う
。

⑵
部
分
的
な
低
い
河
川
堤
防
の
存
置

現
状
で
は
、
被
害
が
集
中
す
る
破
堤
箇
所
が
分
か
ら

な
い
の
で
、
あ
る
意
味
で
平
等
で
あ
る
。
河
川
堤
防
に

洪
水
越
流
を
集
中
さ
せ
る
低
い
部
分
を
造
り
、
安
易
に

近
傍
の
農
地
・
農
村
居
住
地
に
洪
水
受
入
れ
さ
せ
る
と

し
た
ら
、
農
村
か
ら
の
反
発
は
強
い
だ
ろ
う
。

4
国
民
的
運
動
と
し
て
の
流
域
治
水

中
央
省
庁
の
再
編
を
審
議
し
た
行
政
改
革
会
議
の
中

間
報
告
（
平
成
九
年
九
月
）
で
は
、
農
林
水
産
省
と
当

時
の
建
設
省
河
川
局
を
統
合
し
た
国
土
保
全
省
の
創
設

が
提
案
さ
れ
た
。
集
水
域
で
あ
る
林
野
・
農
地
と
河
川

が
一
体
化
す
る
構
想
で
あ
る
。
英
国
の
農
漁
業
食
糧
省

が
治
水
を
担
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
参
考
に
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
集
水
域
で
あ
る
農
林
地
と
河
川
を
一
体

的
に
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
治
水
対
策
に
農
地
、

特
に
水
田
の
役
割
を
考
え
る
視
点
は
重
要
で
あ
る
。

流
域
治
水
の
実
現
に
は
日
本
社
会
全
体
の
合
意
形
成

が
不
可
欠
で
あ
る
。
治
水
に
配
慮
し
な
か
っ
た
都
市
拡

大
の
ツ
ケ
を
農
村
に
回
し
て
都
市
住
民
の
命
と
財
産
を

守
る
と
思
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
先

祖
か
ら
引
き
継
い
だ
農
地
と
生
業
と
し
て
の
農
業
に
敬

意
を
払
い
つ
つ
、
農
業
者
と
排
水
路
等
を
管
理
す
る
土

地
改
良
区
の
参
加
を
促
す
べ
き
で
あ
る
。
先
ず
、
前
提

と
し
て
、
農
業
・
農
地
被
害
の
な
い
田
ん
ぼ
ダ
ム
な
ど

施
策
を
広
く
強
力
に
推
進
す
る
。
そ
の
際
に
、
水
田
の

大
区
画
化
、
ス
マ
ー
ト
農
業
推
進
な
ど
の
農
業
政
策
の

中
で
流
域
治
水
的
な
視
点
を
加
え
る
。
ま
た
、
利
水
ダ

ム
の
活
用
や
遊
水
地
の
建
設
な
ど
を
進
め
る
に
は
、
人

為
的
に
増
加
す
る
損
失
を
農
業
共
済
だ
け
に
任
せ
る
の

で
は
な
く
よ
り
き
め
細
か
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。
こ

れ
は
国
民
的
運
動
な
の
で
あ
る
。

謝
辞
：
本
コ
ラ
ム
執
筆
に
際
し
、
永
嶋
善
隆
氏
（
元
農
林
水
産
省
防
災

課
長
）、
田
中
秀
明
氏
（
元
農
林
水
産
省
首
席
地
域
計
画
企
画
官
）、
三

木
秀
一
氏
（
全
国
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
）
か
ら
御
協
力
を
得
た

こ
と
に
感
謝
し
ま
す
。

【
注
1
】
流
域
治
水
の
記
述
は
【
参
考
引
用
文
献
】⑴
及
び
国
土
交
通
省

水
管
理
・
国
土
保
全
局
：「
流
域
治
水
」
の
基
本
的
な
考
え
方
に
よ
る
。

【
注
2
】【
参
考
引
用
文
献
】⑵
&
⑶
で
、
佐
藤
は
一
級
河
川
で
県
管
理
区

間
と
国
管
理
区
間
の
不
統
一
な
計
画
手
法
が
引
き
起
こ
す
問
題
を
指
摘

し
て
い
る
。

【
注
3
】「
田
ん
ぼ
ダ
ム
」
は
十
分
な
高
さ
（
三
〇
㎝
程
度
）
の
堅
固
な

畦
畔
や
落
水
口
・
落
水
口
の
流
出
量
を
調
整
す
る
器
具
の
設
置
が
必
要

で
あ
る
。
な
お
、
水
稲
の
収
量
・
品
質
、
管
理
労
力
、
湛
水
時
間
、
湛

水
深
へ
の
影
響
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
施
設
の
整
備
・
補
強
・
購
入
等
に

対
す
る
支
援
制
度
も
あ
る
。【
参
考
引
用
文
献
】⑷
を
参
照
。

【
注
4
】
旧
河
川
法
（
明
治
二
十
九
年
）
で
は
河
川
管
理
者
の
指
定
し
た

河
川
区
域
に
農
地
な
ど
の
私
有
地
が
あ
っ
て
も
私
権
は
一
切
認
め
な

か
っ
た
が
、
現
行
法
（
昭
和
三
十
九
年
）
で
は
私
権
を
認
め
河
川
管
理

上
の
必
要
な
範
囲
で
制
限
し
て
い
る
。
遊
水
地
の
農
地
は
存
続
期
間
が

永
久
的
な
地
役
権
が
設
定
さ
れ
、
河
川
管
理
者
は
河
川
区
域
に
指
定
し
、

盛
土
や
家
屋
・
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
な
ど
の
築
造
行
為
が
制
限
さ
れ
る
。

【
参
考
引
用
文
献
】

⑴
社
会
資
本
整
備
審
議
会
：
答
申
「
気
候
変
動
を
踏
ま
え
た
水
災
害
対

策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」、
二
〇
二
〇
年
七
月

⑵
佐
藤
政
良
：
流
域
治
水
に
お
け
る
農
地
の
位
置
と
役
割
、
水
文
・
水

資
源
学
会
誌
第
三
五
巻
第
一
号
、
二
〇
二
二
年

⑶
佐
藤
政
良
：
大
水
害
は
防
げ
る
か
、
耕
№
152
、
山
崎
農
業
研
究
所
、

二
〇
二
二
年
十
一
月

⑷
農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
整
備
部
：「
田
ん
ぼ
ダ
ム
」
の
手
引
き
、

二
〇
二
二
年
四
月

⑸
新
沢
嘉
芽
統・
小
出
進
：
耕
地
の
区
画
整
理
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
三

年
三
月

⑹
国
土
交
通
省
水
管
理
・
国
土
保
全
局
：
遊
水
地
整
備
＆
利
活
用
事
例

集
、
二
〇
二
三
年
三
月

⑺
内
藤
武
美
：
遊
水
地
の
利
用
制
限
及
び
利
用
権
登
記
、
鑑
定
し
な
の

№
28
、（
一
社
）
長
野
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会
、
二
〇
二
二
年
一
月
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1
流
域
治
水
へ
の
転
換
と
農
地
の
貢
献

令
和
元
年
に
発
生
し
た
東
日
本
台
風
の
甚
大
な
被
害

を
踏
ま
え
、
国
土
交
通
省
は
集
水
域
・
河
川
区
域
・
氾

濫
域
を
一
つ
の
流
域
と
し
て
捉
え
、
流
域
に
関
わ
る
あ

ら
ゆ
る
関
係
者
が
協
働
し
て
水
災
害
対
策
を
行
う
流
域

治
水
を
打
ち
出
し
た（
注
1
）。
こ
の
背
景
に
は
、
河
川
部

局
が
大
雨
で
流
域
の
山
林
・
農
地
・
都
市
な
ど
か
ら
流

出
し
た
洪
水
を
河
川
区
域
で
す
べ
て
引
き
受
け
る
と

い
っ
た
思
想
か
ら
の
転
換
が
あ
る
。

佐
藤
政
良
筑
波
大
学
名
誉
教
授
は
流
域
治
水
と
農

業
・
農
地
と
の
関
連
を
明
確
に
し
た
論
説
を
著
し
て
い

る
。
土
地
改
良
関
係
者
に
は
必
読
の
論
説
と
思
わ
れ
る
。

佐
藤
は
、
流
域
地
水
の
背
景
と
し
て
、
①
一
級
河
川
流

域
に
お
け
る
都
市
的
土
地
利
用
の
進
展
と
農
地
排
水
の

改
良
な
ど
の
た
め
に
支
線
で
あ
る
都
道
府
県
管
理
区
間

の
整
備
が
国
管
理
の
本
川
へ
過
剰
な
負
担
を
生
じ
さ
せ

ダ
ム
や
遊
水
地
等
に
よ
る
洪
水
カ
ッ
ト
を
必
要
と
さ
せ

た
こ
と
と
、
②
必
要
な
遊
水
地
建
設
が
思
う
よ
う
に
進

ま
な
い
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る（
注
2
）。

ま
た
、
氾
濫
を
で
き
る
だ
け
防
ぐ
た
め
の
農
地
の
貢

献
は
、
当
面
、
①
農
地
や
そ
の
排
水
施
設
を
整
備
・
利

用
し
て
下
流
河
川
の
ピ
ー
ク
流
量
の
低
減
（
洪
水
流
出

抑
制
）
と
、
②
特
大
洪
水
の
危
機
的
状
況
下
で
は
洪
水

超
過
分
を
水
田
で
受
け
入
れ
て
河
川
堤
防
の
決
壊
を
防

止
し
住
宅
な
ど
の
集
積
地
の
氾
濫
回
避
を
す
る
（
洪
水

受
け
入
れ
）
以
外
に
ほ
ぼ
な
い
と
し
て
い
る
。

今
回
は
こ
の
論
説
に
依
拠
し
な
が
ら
、
水
田
を
想
定

し
て
制
度
的
政
策
的
な
側
面
か
ら
を
論
じ
た
い
。

2
農
地
・
農
業
施
設
か
ら
の
洪
水
流
出
抑
制

⑴
圃
場
レ
ベ
ル
の
対
応

佐
藤
に
よ
れ
ば
、
農
作
物
、
生
産
施
設
、
農
地
・
用

排
水
施
設
を
で
き
る
限
り
損
な
わ
ず
、
管
理
労
力
を
か

け
ず
に
確
実
に
効
果
を
発
揮
さ
せ
る
対
策
に
は
、
①
田

ん
ぼ
ダ
ム（
注
3
）、
②
末
端
排
水
路
は
地
表
排
水
に
特
化

し
（
暗
渠
排
水
を
別
系
統
で
排
水
）
田
面
湛
水
を
前
提

に
そ
の
断
面
を
浅
く
小
さ
く
す
る
こ
と
に
よ
る
流
出
緩

慢
化
、
③
必
要
時
に
流
出
抑
制
で
き
る
よ
う
に
末
端
・

支
線
排
水
路
の
パ
イ
プ
化
と
バ
ル
ブ
設
置
、
④
末
端
・

支
線
・
幹
線
排
水
路
の
締
切
・
流
出
抑
制
ゲ
ー
ト
の
設

置
と
挙
げ
て
い
る
。
①
と
②
は
降
り
始
め
か
ら
降
雨
を

貯
留
す
る
が
、
③
と
④
は
必
要
と
判
断
さ
れ
た
時
か
ら

貯
留
し
洪
水
カ
ッ
ト
を
大
き
く
で
き
る
。

農
水
省
は
田
に
自
動
給
水
栓
・
排
水
栓
を
整
備
し
、

遠
隔
操
作
に
よ
り
降
雨
前
の
事
前
排
水
、
降
雨
中
の
貯

留
・
流
出
抑
制
、
降
雨
後
の
排
水
を
行
う
「
ス
マ
ー
ト

田
ん
ぼ
ダ
ム
」
の
実
証
的
な
取
組
を
進
め
て
い
る
。
土

地
改
良
か
ら
見
る
と
、
田
の
貯
留
・
流
出
抑
制
の
増
大

は
農
地
の
排
水
路
密
度
・
容
量
を
小
さ
く
す
る
こ
と
で
、

大
規
模
経
営
化
と
農
地
利
用
集
積
に
よ
る
大
区
画
圃
場

整
備
や
掛
け
流
し
（
田
越
灌
漑
）
に
関
連
す
る
。

⑵
農
業
用
利
水
ダ
ム
等
に
よ
る
洪
水
カ
ッ
ト

二
〇
一
九
年
十
一
月
に
、
政
府
は
「
既
存
ダ
ム
の
洪

水
調
節
機
能
強
化
に
向
け
た
検
討
会
議
」
を
開
催
し
、

す
べ
て
の
利
水
ダ
ム
の
有
効
貯
水
容
量
の
洪
水
調
節
へ

の
活
用
を
決
定
し
た
。
利
水
ダ
ム
で
は
洪
水
前
に
貯
留

水
を
事
前
放
流
し
た
後
に
利
水
容
量
が
従
前
と
同
等
に

回
復
し
な
け
れ
ば
干
ば
つ
被
害
の
損
失
補
填
が
問
題
と

な
る
。
国
交
省
の
「
事
前
放
流
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
令
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流域治水と農業・農村

土地改良・切り語り
和
三
年
七
月
）
で
は
、
灌
漑
の
損
失
補
填
で
は
「
土
地

改
良
区
等
の
番
水
活
動
費
用
及
び
代
替
水
源
対
策
費
用

等
の
増
額
分
と
す
る
」
と
し
、
農
作
物
の
減
収
等
の
補

償
は
農
業
共
済
な
ど
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
問
題
が
あ
る
。
佐
藤
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

農
業
用
利
水
ダ
ム
は
取
水
口
等
に
よ
り
事
前
放
流
し
て

も
短
期
間
に
大
き
な
空
容
量
の
確
保
は
期
待
で
き
な
い
。

非
灌
漑
期
な
ら
農
業
に
影
響
し
な
い
範
囲
で
空
容
量
を

増
や
し
て
お
く
こ
と
も
可
能
だ
が
、
農
業
用
ダ
ム
の
改

造
等
は
効
果
が
限
定
さ
れ
、
事
業
費
負
担
、
事
業
主
体
、

施
設
管
理
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。

3
農
地
の
洪
水
受
入
れ

⑴
遊
水
地
の
建
設

遊
水
地
で
は
、
周
囲
を
囲
む
周
囲
提
の
う
ち
、
河
川

と
の
境
界
区
間
の
一
部
分
が
河
川
堤
防
よ
り
低
く
、
洪

水
時
に
越
流
し
て
遊
水
地
内
に
一
時
的
に
貯
留
す
る
仕

組
み
で
あ
る
。
整
備
方
法
に
は
、
全
面
買
収
方
式
（
河

川
管
理
者
が
用
地
を
買
収
し
現
地
盤
を
掘
り
下
げ
て
貯

留
容
量
を
増
加
さ
せ
る
）
と
、
地
役
権
補
償
方
式
（
河

川
管
理
者
が
農
地
に
地
役
権（
注
4
）を
設
定
し
て
必
要
な

補
償
し
農
業
を
継
続
す
る
）
が
あ
る
。
洪
水
貯
留
に
よ

る
農
業
被
害
に
対
し
て
、
農
地
・
農
業
用
施
設
の
災
害

復
旧
、
堆
積
土
砂
・
流
木
の
撤
去
、
農
業
共
済
に
よ
る

損
失
補
償
が
受
け
ら
れ
る
。
な
お
、
全
面
買
収
方
式
な

ら
必
要
と
な
る
河
川
管
理
者
の
維
持
管
理
を
農
業
者
が

肩
代
わ
り
し
て
い
る
。

佐
藤
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
農
地
の
遊
水
地
化
は
古

く
か
ら
の
水
害
常
習
地
は
別
に
し
て
、
既
に
河
川
堤
防

で
護
ら
れ
て
い
る
地
域
で
困
難
と
思
わ
れ
る
。
地
主
に

は
地
役
権
設
定
に
伴
う
損
失
補
償
が
支
払
わ
れ
、
地
価

は
下
落
す
る
。
借
地
で
大
規
模
経
営
を
行
う
農
業
者
は

洪
水
時
の
被
害
額
も
膨
大
で
あ
る
。
地
代
（
賃
借
料
）

の
引
下
げ
で
も
十
分
で
な
い
だ
ろ
う
。

⑵
部
分
的
な
低
い
河
川
堤
防
の
存
置

現
状
で
は
、
被
害
が
集
中
す
る
破
堤
箇
所
が
分
か
ら

な
い
の
で
、
あ
る
意
味
で
平
等
で
あ
る
。
河
川
堤
防
に

洪
水
越
流
を
集
中
さ
せ
る
低
い
部
分
を
造
り
、
安
易
に

近
傍
の
農
地
・
農
村
居
住
地
に
洪
水
受
入
れ
さ
せ
る
と

し
た
ら
、
農
村
か
ら
の
反
発
は
強
い
だ
ろ
う
。

4
国
民
的
運
動
と
し
て
の
流
域
治
水

中
央
省
庁
の
再
編
を
審
議
し
た
行
政
改
革
会
議
の
中

間
報
告
（
平
成
九
年
九
月
）
で
は
、
農
林
水
産
省
と
当

時
の
建
設
省
河
川
局
を
統
合
し
た
国
土
保
全
省
の
創
設

が
提
案
さ
れ
た
。
集
水
域
で
あ
る
林
野
・
農
地
と
河
川

が
一
体
化
す
る
構
想
で
あ
る
。
英
国
の
農
漁
業
食
糧
省

が
治
水
を
担
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
参
考
に
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
集
水
域
で
あ
る
農
林
地
と
河
川
を
一
体

的
に
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
治
水
対
策
に
農
地
、

特
に
水
田
の
役
割
を
考
え
る
視
点
は
重
要
で
あ
る
。

流
域
治
水
の
実
現
に
は
日
本
社
会
全
体
の
合
意
形
成

が
不
可
欠
で
あ
る
。
治
水
に
配
慮
し
な
か
っ
た
都
市
拡

大
の
ツ
ケ
を
農
村
に
回
し
て
都
市
住
民
の
命
と
財
産
を

守
る
と
思
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
先

祖
か
ら
引
き
継
い
だ
農
地
と
生
業
と
し
て
の
農
業
に
敬

意
を
払
い
つ
つ
、
農
業
者
と
排
水
路
等
を
管
理
す
る
土

地
改
良
区
の
参
加
を
促
す
べ
き
で
あ
る
。
先
ず
、
前
提

と
し
て
、
農
業
・
農
地
被
害
の
な
い
田
ん
ぼ
ダ
ム
な
ど

施
策
を
広
く
強
力
に
推
進
す
る
。
そ
の
際
に
、
水
田
の

大
区
画
化
、
ス
マ
ー
ト
農
業
推
進
な
ど
の
農
業
政
策
の

中
で
流
域
治
水
的
な
視
点
を
加
え
る
。
ま
た
、
利
水
ダ

ム
の
活
用
や
遊
水
地
の
建
設
な
ど
を
進
め
る
に
は
、
人

為
的
に
増
加
す
る
損
失
を
農
業
共
済
だ
け
に
任
せ
る
の

で
は
な
く
よ
り
き
め
細
か
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。
こ

れ
は
国
民
的
運
動
な
の
で
あ
る
。
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【
注
1
】
流
域
治
水
の
記
述
は
【
参
考
引
用
文
献
】⑴
及
び
国
土
交
通
省

水
管
理
・
国
土
保
全
局
：「
流
域
治
水
」
の
基
本
的
な
考
え
方
に
よ
る
。

【
注
2
】【
参
考
引
用
文
献
】⑵
&
⑶
で
、
佐
藤
は
一
級
河
川
で
県
管
理
区

間
と
国
管
理
区
間
の
不
統
一
な
計
画
手
法
が
引
き
起
こ
す
問
題
を
指
摘

し
て
い
る
。

【
注
3
】「
田
ん
ぼ
ダ
ム
」
は
十
分
な
高
さ
（
三
〇
㎝
程
度
）
の
堅
固
な

畦
畔
や
落
水
口
・
落
水
口
の
流
出
量
を
調
整
す
る
器
具
の
設
置
が
必
要

で
あ
る
。
な
お
、
水
稲
の
収
量
・
品
質
、
管
理
労
力
、
湛
水
時
間
、
湛

水
深
へ
の
影
響
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
施
設
の
整
備
・
補
強
・
購
入
等
に

対
す
る
支
援
制
度
も
あ
る
。【
参
考
引
用
文
献
】⑷
を
参
照
。

【
注
4
】
旧
河
川
法
（
明
治
二
十
九
年
）
で
は
河
川
管
理
者
の
指
定
し
た

河
川
区
域
に
農
地
な
ど
の
私
有
地
が
あ
っ
て
も
私
権
は
一
切
認
め
な

か
っ
た
が
、
現
行
法
（
昭
和
三
十
九
年
）
で
は
私
権
を
認
め
河
川
管
理

上
の
必
要
な
範
囲
で
制
限
し
て
い
る
。
遊
水
地
の
農
地
は
存
続
期
間
が

永
久
的
な
地
役
権
が
設
定
さ
れ
、
河
川
管
理
者
は
河
川
区
域
に
指
定
し
、

盛
土
や
家
屋
・
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
な
ど
の
築
造
行
為
が
制
限
さ
れ
る
。

【
参
考
引
用
文
献
】

⑴
社
会
資
本
整
備
審
議
会
：
答
申
「
気
候
変
動
を
踏
ま
え
た
水
災
害
対

策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」、
二
〇
二
〇
年
七
月

⑵
佐
藤
政
良
：
流
域
治
水
に
お
け
る
農
地
の
位
置
と
役
割
、
水
文
・
水

資
源
学
会
誌
第
三
五
巻
第
一
号
、
二
〇
二
二
年

⑶
佐
藤
政
良
：
大
水
害
は
防
げ
る
か
、
耕
№
152
、
山
崎
農
業
研
究
所
、

二
〇
二
二
年
十
一
月

⑷
農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
整
備
部
：「
田
ん
ぼ
ダ
ム
」
の
手
引
き
、

二
〇
二
二
年
四
月

⑸
新
沢
嘉
芽
統・
小
出
進
：
耕
地
の
区
画
整
理
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
三

年
三
月

⑹
国
土
交
通
省
水
管
理
・
国
土
保
全
局
：
遊
水
地
整
備
＆
利
活
用
事
例

集
、
二
〇
二
三
年
三
月

⑺
内
藤
武
美
：
遊
水
地
の
利
用
制
限
及
び
利
用
権
登
記
、
鑑
定
し
な
の

№
28
、（
一
社
）
長
野
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会
、
二
〇
二
二
年
一
月
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